
 
 

 

 

 

  
 
 

 

インターネットなどの通信販売トラブルに関する相談が増加傾向にあります。  

特に、「お試し」「初回限定」「モニター」などと未成年者がお小遣いで気軽に購入できる金

額で広告し、高額な定期購入の契約をさせるトラブルが目につきます。  

 

相談事例１  
スマートフォンで無料の動画サイトを見ていたら、「初回完全無料」と書かれた健康食品の広

告が表示されたので、興味を持ちサイトを閲覧した。申し込んだつもりはなかったが、数日後に

代金０円の伝票が入った１回目の商品が送られてきた。慌ててサイトを調べると、定期購入だが

回数の縛りがないということだったので、商品の返品と解約を申し出たところ、「初回で解約す

るなら、解約料がかかる。」と言われた。（１０歳代、女性）      

 

相談事例２  
スマートフォンで動画投稿サイトを見ていたら、「お試し９８０円」という男性用化粧水の広

告が出てきたので、父親の誕生日プレゼントに購入した。商品が届き、コンビニで支払いを済ま

せた後、次回お届けのお知らせメールが届いた。心配になって調べたところ、６回の定期購入契

約になっており、金額も１個当たり数千円と高くなっている。６個も必要ないし、支払いもでき

ないので解約したい。（小学生、男性） 

 

                                        

 

★ 「お試し」「初回限定」と無料や数百円をうたう商品は、定期購入の可能性が高いので気を付

けましょう！  

「お試し」や「限定」などの言葉を使い、無料や数百円といった小、中学生などでも購入でき

る金額を提示している商品は定期購入契約である場合が多く、最初の１回目だけは無料だったり

格安で販売したりしていますが、ほとんどが２回目以降は１回あたり

数千円から１万円以上となります。また、２回目をキャンセルするな

ら初回の特典（無料や数百円）はなくなり、数千円や１万円以上の定

価での購入を求められるケースも多くなっています。無料や格安の金

額だからとすぐに購入ボタンを押すのではなく、必ず定期購入になっ

ていないか確認しましょう。  
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「お試し無料」「初回限定〇〇円」のサプリが定期購入だった！ 

～ 未成年の通信販売の定期購入トラブルが増えています ～ 

［トラブルにあわないための注意］ 



★ 解約・返品の条件が厳しい場合があります。契約内容はしっかり確認しましょう！  

「回数の縛りなし」、「初回のみで解約可能」と記載してある場合でも、解約料を求められる

ケースや、初回の商品到着から数日以内に申請しないと解約できないケース、電話での解約しか

認めないとしておきながら、電話がなかなか繋がらないケースなど、解約が難しいといった相談

が多く寄せられています。解約・返品条件は初めに確認してから申し込むようにしましょう。 

 
★ 消費生活センターに相談を！ 

未成年者が親権者等の同意を得ないで行った契約は、親権者等もしくは本人からの申し出によ

り取り消すことができます（未成年者契約の取消し）。ただし、未成年者が行った契約であって

も、お小遣いの範囲で購入した場合や、未成年者が成人であると偽って契約した場合などは、取

消しできなくなる場合もありますので、インターネット通販などでトラブルが発生したり、不審

な点があるときは、消費生活センターにご相談ください。  
  
（東京都消費生活総合センターＨＰより一部引用） 
 
 

 

私たちの消費行動は、人や社会や地球環境に様々な影響を与えています。その影響を 

考えながら商品を選び消費することがエシカル消費です。 

皆さんも人や、社会・環境に配慮した消費を始めてみませんか？ 

 

～誰でもできるエシカル消費一例～ 

令和２年７月１日より、全国でプラスチック製買物袋（レジ袋）の有料化を行うこととなりま

した。これは、普段何気なくもらっているレジ袋を有料化することで、それが本当に必要かを考

えていただくことを目的としています。プラスチックの削減も、エシカル消費につながります。 

レジ袋有料化をきっかけに自身のライフスタイルを見つめ直し、マイバッグを持ち歩く等、で

きるところからプラスチックを賢く使う工夫をしてみましょう。 

 

（経済産業省ＨＰより一部引用） 

※ ５月・６月の八王子市消費生活ニュースは、休刊いたしました。 

エシカル消費 


